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流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 

はじめに ［略］ 

第 1 部 ［略］ 

第１ ［略］ 

１ ［略］ 

２ 再販売価格の拘束 

（1）～（6） ［略］ 

（7） なお、次のような場合であって、事業者の直接の取引先

事業者が単なる取次ぎとして機能しており、実質的にみ

て当該事業者が販売していると認められる場合には、当

該事業者が当該取引先事業者に対して価格を指示して

も、通常、違法とはならない。

①・② ［略］

③ 流通業者に対して商品を販売する場合であって、メ

ーカーが、流通業者において当該商品のユーザーへの

販売に至るまでに生じる危険及び費用（注５の２）を

自ら負担することにより （注５の３）、実質的にみて当

該メーカーがユーザーに販売していると認められる場

合 

（注５の２） ユーザーへの販売に至るまでに生じる

はじめに ［略］ 

第 1 部 ［略］ 

第１ ［略］ 

１ ［略］ 

２ 再販売価格の拘束 

（1）～（6） ［略］ 

（7） なお、次のような場合であって、事業者の直接の取引先

事業者が単なる取次ぎとして機能しており、実質的にみ

て当該事業者が販売していると認められる場合には、当

該事業者が当該取引先事業者に対して価格を指示して

も、通常、違法とはならない。

①・② ［略］

［新設］ 

別 紙 
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危険及び費用の内容は、個別具体的な事案に即して

判断するが、以下のａからｅまでは、通常、ユーザ

ーへの販売に至るまでに生じる危険及び費用に含ま

れる。 

ａ 売れ残った場合の危険 

ｂ 契約不適合があった場合の危険 

ｃ 在庫保管についての善良な管理者としての注意

義務の範囲を超えて商品が滅失・毀損した場合の

危険 

ⅾ 代金回収が不能となった場合の危険 

ｅ ユーザーへの販売に至るまでに生じる費用（在

庫保管費用、輸送費用、広告宣伝費用等） 

（注５の３） ユーザーへの販売に至るまでに生じる

費用の実態を、メーカーが網羅的に把握することは

困難な場合もあると考えられるところ、メーカーが、

流通業者に対し、 

ａ 流通業者においてユーザーへの販売に至るまで

に生じる費用をメーカーが負担すること 

ｂ 当該費用の項目及びその負担方法 

ｃ 当該費用の項目に不足があるなどとして流通業

者が協議を希望する場合にはその旨を申し出るこ

とができること 

をあらかじめ明示した上で、流通業者から協議の申
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出があった場合、当該申出の内容について当該流通

業者と協議し、これら一連の過程で確認された費用

をメーカーが負担した場合には、通常、メーカーが、

ユーザーへの販売に至るまでに生じる費用を負担し

たものと考えられる。もっとも、協議による合意の結

果であるとしても、ユーザーへの販売に至るまでに

生じる費用を、流通業者に一部でも負担させること

とする場合には、メーカーが当該費用を負担したこ

とにはならない。 

 

（具体例） 

①・② ［略］ 

③ 家電メーカーＸ社が、取引先事業者に対し、一般

消費者への販売価格を指示することは、 

ア 取引先事業者は、納品日から一般消費者等への

販売までの間、いつでも対象家電製品を返品する

ことが可能であり（Ｘ社は、返品費用を負担すると

ともに、代金相当額を返金する。）、対象家電製品に

係る売れ残りのリスクについては、実質的にＸ社

が負っていること 

イ 一般消費者への販売前の対象家電製品に契約不

適合があった場合の責任については原則としてＸ

社が負うこと、また、商品の滅失、毀損等の対象家
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①・② ［略］ 

③ ［新設］ 
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電製品に係る在庫管理上のリスクについても、原

則としてＸ社が負っており、取引先事業者は、善管

注意義務を怠ったことに起因するものを除いて、

当該リスクを負わないこと 

ウ 一般消費者に対する販売における代金回収方法

は、現金やクレジットカードによる決済が用いら

れるなど、実質的に代金回収が不能となるリスク

を取引先事業者が負うことはないこと 

エ 取引先事業者に対し、 

( ｱ ) 在庫保管費用や輸送費用等の対象家電製品の

一般消費者への販売に至るまでに生じる費用を

Ｘ社が負担すること 

( ｲ ) 当該費用の項目及びその負担方法 

( ｳ ) 当該費用の項目に不足があるなどとして協議

を希望する場合にはその旨を申し出ることがで

きること 

を明示した上で、取引先事業者から申出があった

場合、当該申出の内容について取引先事業者と協

議し、これら一連の過程で確認された費用を自ら

負担すること 

を前提とすれば、対象家電製品の一般消費者への販

売に至るまでに生じるリスク及び費用を自ら負担し

て行われているものということができる。すなわち、
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Ｘ社の取引先事業者は単なる取次ぎとして機能して

いるにすぎず、実質的にみてＸ社が一般消費者に対

して対象家電製品を販売しているといえる。したが

って、独占禁止法上問題となるものではない。（令和

６年度相談事例集「１ 家電メーカーによる取引先

事業者に対する一般消費者への販売価格の指示」） 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。  

 


